
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●詳細については、愛知県社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。 

 https://www.aichi-fukushi.or.jp/ 

●ボランティア活動保険のご案内（加入申込書）の郵送はいたしませんので、社会福祉協 

 議会の本所もしくは支所の窓口にて手続きしてください。 

問 合 せ   本所 地域福祉課 ボランティアセンター ☎０５２－４４３－４２９１ 

◆ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 保 険 の 特 徴 

★

～日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償します～ 

ボランティア活動中、ボランティア自身がケガをした（傷害事故）、他人にケガをさせてしまった、他人の物

を壊してしまった（賠償事故）などの事故を補償する保険です。 

活動場所と自宅との往復途上の事故や、熱中症（日射病・熱射病）による傷害も補償されま

す。 

地震など天災によるケガも補償（天災プラン）。大規模災害特例適応時の災害ボランティア活

動に関しては、窓口で加入申し込みした当日から保険適用されます。 

※各プランの補償金額、補償内容などの詳細については、専用のパンフレットをご用意しています。 

 

地域福祉活動の一環としてボランティア活動に関する各種行事における主催者および参加

者のケガや賠償責任が補償されます。 

※詳細については、専用のパンフレットでご確認ください。 

 


